
大会参加資格から国籍の規定を削除することについて 
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１．大会参加資格における外国籍者の扱いに関する現状 

（１）本会主催３大会（全日本総合、全日本社会人、全日本ジュニア）の要項では、外国籍選手に対して「日本国

で出生し引き続き国内に居住している者」と参加資格を規定している。 

（２）大会運営規程第 17 条には、日本国以外の国籍を有する会員登録者の第１種大会参加資格は次のよう

に規定している。 

①全日本総合、全日本社会人及び全日本ジュニアは、日本国で出生し引き続き国内に居住している者。 

②本会が他の団体と共催する大会は、当該大会を共催する団体が定める。ただし、バドミントン S/J リー

グは、バドミントン S/J リーグ部会が定める。 

③①②を除く大会は、日本国に引き続き２年以上居住している者 

④本会理事会の議決を経て参加資格を得た者 

（３）大会運営規程第５条の６ 大会基本要項には、全日本総合と全日本ジュニアには国籍や出生以来日本国

に居住といった文言はなく、全日本社会人にのみ記載されている。これは、近年国籍規定の削除が部分的

に行われ整合性を欠いた状態になったと推定される 

（４）中体連、高体連では「国籍は問わない、出生以来の居住は問わない」扱いとなっていて、日本国籍以外の

プレーヤー、日本国に出生し引き続き日本国に居住している者以外のプレーヤーが全日本ジュニアや全日

本総合に出場している可能性があり、規定と実態に乖離が生じている。 

 

２．BAJ としての対応策 

（１）サステナビリティ・インクルーシブを掲げる BAJ にふさわしい規定に改め、上述の乖離を解消する。 

（２）国内大会は日本で競技しているプレーヤーの参加を国内登録・居住・勤務・所属を条件として可とする。

日本代表の資格は日本国籍の必要性等を含め別途明記する。 

 

３．大会運営規程第５条の６の改訂（改訂部分を青字で記載 『ルールブック２０２６』P.132）  

 改訂前 修正後 

大

会

運

６－２ 全日本社会人バドミントン選手権大会 

 

④参加資格 

６－２ 全日本社会人バドミントン選手権大会 

 

④参加資格 
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 本会年度登録会員で下記に該当する者。た

だし、１人２種目以内の参加とし、単と混合複

は兼ねられない。 

 

A．前年度本大会男子単・複、女子単・複、混合

複ランキング８位以内 

B．本大会申し込み締切時の日本ランキング

男女単・複、混合複 16 位以内 

C．本会決定の各都道府県割当数以内 

D．日本国籍を有する者または日本国で出生

し引き続き国内に居住している者 

E．（公財）日本バドミントン協会公認審判員の

有資格者であること 

 本会年度登録会員で下記に該当する者。た

だし、１人２種目以内の参加とし、単と混合複

は兼ねられない。 

 

A．前年度本大会男子単・複、女子単・複、 

混合複ランキング８位以内 

B．本大会申し込み締切時の日本ランキング 

男女単・複、混合複 16 位以内 

C．本会決定の各都道府県割当数以内 

D．日本国籍を有する者または日本国で出生

し引き続き国内に居住している者 

D．（公財）日本バドミントン協会公認審判員の

有資格者であること 

 

 

４．大会運営規程第 17 条の改訂（改訂部分を青字で記載 『ルールブック２０２６』P.138） 

 改訂前 改訂後 

第

1

7

条  

競技者とは、大会に参加するチーム役員（部

長、監督、コーチ、マネージャーなど）及びプレ

ーヤーをいう。 

大会に参加する競技者は、本会の定めた期日

までに本会会員登録を完了しなければならな

い。ただし、国民スポーツ大会、日本スポーツ

マスターズバドミントン競技は除く。本会に登

録していない外国人及び外国のバドミントン

協会（連盟）に登録している日本人の参加を認

める場合には、当該国のバドミントン協会（連

盟）の会員であることを当該参加者は証明し

なければならない。 

  日本国以外の国籍を有する会員登録者の

本会主催第１種大会参加資格は、次の通りと

する。 

〔１〕全日本総合バドミントン選手権大会、全日

本社会人バドミントン選手権大会及び全日本

ジュニアバドミントン選手権大会は、日本国で

出生し引き続き国内に居住している者 

 

 

 

競技者とは、大会に参加するチーム役員（部

長、監督、コーチ、マネージャーなど）及びプレ

ーヤーをいう。 

大会に参加する競技者は、本会の定めた期日

までに本会会員登録を完了しなければならな

い。ただし、国民スポーツ大会、日本スポーツ

マスターズバドミントン競技は除く。本会に登

録していない外国人及び外国のバドミントン

協会（連盟）に登録している日本人の参加を認

める場合には、当該国のバドミントン協会（連

盟）の会員であることを当該参加者は証明し

なければならない。 

本会主催第１種大会参加資格は次の通りと

する。 

〔１〕国籍を問わず、当該都道府県において居

住・勤務・所属のいずれかの実態を有し、都道

府県バドミントン協会に登録された者。なお、

各大会の実施要項にこれと異なる定めがある

場合は、実施要項が優先する。 

①大会開催年の 4 月 30 日以前から登録該

当都道府県に居住する者 

②登録該当都道府県内の事業所に主たる勤



 

 

 

〔２〕本会が他の団体と共催する大会について

は、当該大会を共催する団体が定める。ただ

し、バドミントン S/J リーグは、バドミントン

S/J リーグ部会が定める。 

〔３〕〔１〕〔２〕を除く大会は、日本国に引き続き

２年以上居住している者 

〔４〕本会理事会の議決を経て参加資格を得た

者 

 

務実態を有する者 

③登録該当都道府県内の学校・クラブチーム

に所属する者 

〔２〕本会が他の団体と共催する大会について

は、当該大会を共催する団体が定める。ただ

し、バドミントン S/J リーグは、バドミントン

S/J リーグ委員会が定める。 

〔３〕〔１〕〔２〕を除く大会は、日本国に引き続き

２年以上居住している者 

〔３〕本会理事会の議決を経て参加資格を得た

者 

 

 

５．要項の改訂（改訂部分を青字で記載） 
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11 参加資格  

2026 年度（公財）日本バドミントン協会登録

会員で下記に該当する者。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）本選出場有資格者   

＜以下略＞ 

（2）予選出場有資格者   

＜以下略＞ 

※上記（１）、（２）のＡ～Ｇに該当する者で、大

会運営規程第 4 章第 17 条（1）【2026 年度

（公財）日本バドミントン協会の会員登録。国内

で出生し引き続き国内に居住。】に該当しない

者がいる場合は、その大会のランキングで順

位を繰上げる。 

11 参加資格 

国籍を問わず、国内において居住・勤務・所属

に関する以下①から③のいずれかの実態を有

し、都道府県バドミントン協会加盟者で、

2026 年度（公財）日本バドミントン協会登録

会員で下記に該当する者。 

①大会開催年の 4 月 30 日以前から登録該

当都道府県に居住する者 

②登録該当都道府県内の事業所に主たる勤

務実態を有する者 

③登録該当都道府県内の学校・クラブチーム

に所属する者 

 

（1）本選出場有資格者   

＜以下略＞ 

（2）予選出場有資格者   

＜以下略＞ 

※上記（１）、（２）のＡ～Ｇに該当する者で、大

会運営規程第 4 章第 17 条（1）【2026 年度

（公財）日本バドミントン協会の会員登録。国内

で出生し引き続き国内に居住。】に該当しない

者がいる場合は、その大会のランキングで順

位を繰上げる。 
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10 参 加 資 格 

Ｄ及びＥの項目の資格を有し、各都道府県バド

ミントン協会加盟者で、令和８年６月１日(月)

までに(公財)日本バドミントン協会に一般と

して会員登録を完了し、次のＡＢＣ各項目のい

ずれかに該当する者。 

 

 

Ａ 前回大会男子単・複、女子単・複、混合複ラ

ンキング８位以内 

Ｂ 本大会申し込み締め切り時の日本ランキン

グ男女単・複、混合複 16 位以内 

Ｃ (公財)日本バドミントン協会決定の各都道

府県割当数以内 

D 日本国籍を有する者または日本国で出生

し引き続き国内に居住している者 

Ｅ(公財)日本バドミントン協会公認審判員の

有資格者であること 

※Ａ，Ｂについては、各都道府県割当数枠外と

する。 

10 参 加 資 格 

D の資格を有し、国籍を問わず、国内におい

て居住・勤務・所属のいずれかの実態を有し、

当該都道府県バドミントン協会加盟者で、

2026 年６月 1 日（月）までに（公財）日本バ

ドミントン協会に一般として会員登録を完了

し、次の ABC 各項目のいずれかに該当する

者。 

Ａ 前回大会男子単・複、女子単・複、混合複ラ

ンキング８位以内 

Ｂ 本大会申し込み締め切り時の日本ランキン

グ男女単・複、混合複 16 位以内 

Ｃ (公財)日本バドミントン協会決定の各都道

府県割当数以内 

D 日本国籍を有する者または日本国で出生

し引き続き国内に居住している者 

D (公財)日本バドミントン協会公認審判員の

有資格者であること 

※Ａ，Ｂについては、各都道府県割当数枠外と

する。 
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１１ 参加資格    

２０２６年度（令和８年度）(公財)日本バドミン

トン協会登録会員で、次に該当する者。 

ただし、ジュニアの部とジュニア新人の部に兼

ねて出場することはできない。 

 

 

（１）ジュニアの部（開催年度内に満１８歳に達

しない者）  ＜以下略＞ 

（２）ジュニア新人の部  ＜以下略＞ 

（３）日本国で出生し、引き続き国内に居住し

ている者。 

１１ 参加資格 

国籍を問わず、国内において居住・所属のい

ずれかの実態を有し、当該都道府県バドミント

ン協会加盟者で、2026 年度（公財）日本バド

ミントン協会登録会員で次に該当する者。 

ただし、ジュニアの部とジュニア新人の部に兼

ねて出場することはできない。 

（１）ジュニアの部（開催年度内に満１８歳に達

しない者）  ＜以下略＞ 

（２）ジュニア新人の部  ＜以下略＞ 

（３）日本国で出生し、引き続き国内に居住し

ている者。 

 

                                                                  以上 


